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(57)【要約】
【課題】　生体に良い影響を与えるさまざまな活性物質についての調査・研究を重ねた結
果、沖縄県に産出する「琉球石灰岩」と人体にいい影響を及ぼすとされる薬石などの鉱石
を組み合わせることで生体に良い高い活性効果、すなわち、物質状態や生命状態を正常な
状態へ戻そうとする効果を高める事を見出し、それらをさらに活性化し効果を高めるとと
もに、相乗効果を最大限に発揮させる活性材の製造方法を提供することを課題とする。
【解決手段】　石灰岩を粉砕して微粉末状にした石灰岩微粉末と、鉱物を粉砕して微粉末
状にした鉱物微粉末又は鉱石を粉砕して微粉末状にした鉱物微粉末が混合されてなる粘土
を１１００～１４００℃で焼成した焼成物を粉砕して微粉末状にした焼成物微粉末とが混
合されてなることを特徴とする石灰岩微粉末活性材の製造方法である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　石灰岩を粉砕して微粉末状にした石灰岩微粉末と、鉱石を粉砕して微粉末状にした鉱物
微粉末とが混合されてなることを特徴とする石灰岩微粉末活性材の製造方法。
【請求項２】
　石灰岩を粉砕して微粉末状にした石灰岩微粉末と、鉱石を粉砕して微粉末状にした鉱物
微粉末が混合されてなる粘土を１１００～１４００℃で焼成した焼成物を粉砕して微粉末
状にした焼成物微粉末とが混合されてなることを特徴とする石灰岩微粉末活性材の製造方
法。
【請求項３】
　石灰岩を粉砕して微粉末状にした石灰岩微粉末と、鉱石を粉砕して微粉末状にした鉱物
微粉末とが混合されてなる粘土を１１００～１４００℃で焼成した焼成物を粉砕して微粉
末状にした焼成物微粉末とすることを特徴とする石灰岩微粉末活性材の製造方法。
【請求項４】
　前記の石灰岩微粉末は、化石質を含有する琉球石灰岩の微粉末であることを特徴とする
請求項１から請求項３までの何れか１項に記載の石灰岩微粉末活性材の製造方法。
【請求項５】
　前記の鉱石微粉末は、麦飯石、トルマリン、ゲルマニウム鉱石、角閃石、姫川薬石、医
王石、宇石、オバタイト鉱石、遠赤外線セラミック、赤土の中の１種類以上を粉砕した微
粉末であることを特徴とする請求項１から請求項４までの何れか１項に記載の石灰岩微粉
末活性材の製造方法。
【請求項６】
　前記の石灰岩微粉末に混合する鉱石微粉末又は焼成物微粉末は、３０～７０重量％混合
されていることを特徴とする請求項１から請求項５までの何れか１項に記載の石灰岩微粉
末活性材の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、石灰岩を主成分とする微粉末活性材の製造方法に関し、特に鉱石微粉末又は
焼成物微粉末が混合された石灰岩微粉末活性材の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、水道水の安全性が話題となっており、特に殺菌の為に用いられる塩素によるトリ
ハロメタンなどの有害物質の問題が注目されている。
【０００３】
　また、このように水に対して特別に注目されるようになり、健康を確保するには、「良
い水、健康的な水」を飲むことが重要であると考えられるようになってきた。
【０００４】
　現在では、アルカリイオン水製造器など様々な浄水器が市販されており、その性能は非
常に良くなっており、残留塩素を十分に除去できるようになった。塩素の除去により、塩
素から発生する毒素が排除され、健康維持に寄与できる。
【０００５】
　最近では、水についての研究も盛んに行なわれるようになっており、「どうすればより
おいしく、より健康に良い水が得られるか」、実用的な研究が行なわれている。
【０００６】
　その中で、「活性水」ということが言われるようになってきた。「活性水」とは、単に
水道水中の塩素などの有害物質を除去するだけではなく、さらに「生体の諸反応を正常化
するいろいろな作用を持った水」のことである。これは、正常な生命状態から乱れた生命
状態になった時に、病気などにかかりやすくなる、という考え方を前提としている。
【０００７】
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　例えば、同じ学校に通い、同じ食事をして、食中毒を起こす人と起こさない人がいるの
は、その時の抵抗力が高かった人と、低かった人との生命状態の違いによると判断できる
。
【０００８】
　このような活性水と呼ばれるものは、水に対して種々の活性材や処理を行って活性化さ
れて製造される。各々独自の研究に基づいて各種の活性材等があり、その効果を発揮させ
る手段により、以下のようなものがある。
【０００９】
　１）薬石
　自然の中に産出される特別な石が持っている薬石効果を利用したもの。薬石とよばれて
いるものの多くは、かつて海の底にあったものが隆起したものが多い。成分的には、可溶
性の珪酸が含まれており、この珪酸が、その石に含まれる他のミネラル成分をを溶かし出
す作用がある。また、多孔質であるため、吸着性が極めて高く洗浄能力が発揮される。
【００１０】
　例えば、山梨県を産地とする「宇石（そらせき）」や富山県の「医王石」や駒ケ岳の「
オバタイト鉱石」など名水地の近くの鉱脈などに多い。また、ブラジルの「電気石（トル
マリン）」なども注目を集めている。これらは、単にそのミネラル成分の効果だけでなく
、古くより薬石として様々な効能で知られ、波動あるいは、気のエネルギーが高い石とさ
れ、実際に多くの効果を上げている。
【００１１】
　２）陶器・セラミック
　特別に配合した粘土を焼成した陶器やセラミックが持つ活性効果を利用したもの。薬石
と同様に、特定の土を焼いて作った陶器に水を入れておくと、水が腐りにくくなる。また
、その水を飲むとアトピー性皮膚炎が治ったり、ペンダント状にした陶器を体に貼ると、
体が本来有るべき状態に戻り、難病が治ったりする。
【００１２】
　これらも、血液中の成分に影響を与え、ミネラル分を強化し、体を還元体質に戻す作用
があるとされている。遠赤外線セラミック、ＥＭセラミック、志野焼、森修焼（しんしゅ
うやき）などが健康ショップなどで市販されている。
【００１３】
　３）情報記憶水
　水の情報記憶力を応用して活性効果を発揮させるようにしたもの。「生命体は命の設計
図をもち、そこに電気場（生命場）ができている。あらゆる物質は電気的生命場をもち、
互いに干渉し合っている。この電気的生命場が乱れると病気になる」というライフフィー
ルド論（米・イエール大学のハロルド・サクストン・バー教授の理論）を基に、体のいろ
いろな部分の正常な状態の電気的生命場（日本では波動と呼ばれる）を電気的情報として
計測し、その情報を水に記憶させたものである。
【００１４】
　物質はすべて原子レベルにおいても電気的性質があり、各々微弱な磁場が発生している
。この微弱な磁場が波動のエネルギーである。この波動を音叉などのような共鳴現象を利
用して増幅し、固有の波動を計測するものである。
【００１５】
　特定の水が情報を記憶する能力を持っていることは、ＤＮＡの遺伝子情報の記憶などす
でに数々の実証がなされている。また、イギリスの権威ある科学雑誌「ネイチャー」誌に
もパリ大学のベンベニスト教授の論文（高度希釈ＩｇＥ抗血清に誘発された人体好塩基球
の解粒）などが掲載されたように、「分子以下の薬量であるため薬の成分がほとんど検出
できないほど薄い希釈液が薬のたっぷり入った濃い溶液と同じ効果を上げることができる
」すなわち、水の情報記憶能力により、薬の情報を記憶し、生体に薬の情報を伝達し、薬
の情報と共鳴する効果が増幅されて薬と同じ効果が得られるというものである。
【００１６】
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　このような情報記憶水には、πウォーターや共鳴磁場水などがある。πウォーターは、
近年急速に普及しており、製造装置やペットボトルなどで市販されている。πウォーター
は、生体水と同調できる生体情報を持った水ということができる。その情報伝達に重要な
関係をもつものが２価３価塩であり、水にある濃度で存在すると、生体と同調することが
できるというものです。
【００１７】
　共鳴磁場水は、米・パルテック研究所のリー・Ｈ・ロレンツェン博士が開発したもので
、水の共鳴機能を利用して物質の情報を水に転写して作られる。日本では、Ｉ・Ｈ・Ｍ国
際波動の会の江本勝氏が独自の研究を進めている。
【００１８】
　４）電場・磁場処理水
　水に電場・磁場をかけて活性効果を発揮させるようにしたもの。水を強い磁場の中を通
過させると、水の物性が変化することは以前から知られている。１９９６年、インドのボ
ンベイ科学アカデミーのジョージ博士の論文「水の物理的特性に与える磁場の効果」の発
表以後、急速に製品開発が進められた。
【００１９】
　電場・磁場処理水は、水そのものと懸濁物質の物性変化をもたらす。このため、給水パ
イプなどの赤サビ止め、腐食防止、抑制、水アカ防止などの効果もある。電流を流さずに
静電圧をかけて処理する電子水などはアルカリイオン水に次ぐ普及率となっている。また
、永久磁石を用いた電磁場処理水（製品名：ハイドロユニットなど）も市販れている。さ
らに、超高温のプラズマジェット炎を水に放射して水の物性を変化させるマルチアーク水
なども開発されている。
【００２０】
　以上説明した活性材、あるいは活性水は、現在では、各々商品化されて市販されており
、すでに様々な効果を上げており、飲料水だけでなく、農業、医学、建築、土木などの多
くの分野での研究、実験も数多く行なわれている。
【００２１】
　また、これらの活性水に共通する水の物性変化として、「クラスターが小さい水」とい
うことができる。水は単なるＨ２Ｏの分子がバラバラに存在するものではなく、いくつか
集合して塊になっていることがわかっている。この集合体はクラスターと呼ばれ、このク
ラスターの大きさが水の活性化に重要な要素となっている。
【００２２】
　現在では、このクラスターの大きさは、ＮＭＲ（核磁器共鳴）分光法など各種の測定装
置により測定が可能となっており、クラスターが小さい水は、細胞レベルで人体にやさし
く働き、生命活動をより活発化させる性質を持っているとされている。また、クラスター
を小さくする方法も上記の４つの手段をはじめとして、種々の実験で実証されている。
【００２３】
　水はそれ自体が非常に電気的な存在であり、実際には超高速で振動・回転・運動をして
います。このため、電場や磁場の影響を受けやすく、僅かのエネルギーにより、クラスタ
ーの大きさが変化する。
【００２４】
　セラミックフィルターやセラミックボールなどの遠赤外線によりクラスターを小さくす
るものもある。この遠赤外線を放射するセラミックス材などは、安価に製造できることか
ら、水の活性化（小クラスター化）材料として注目されている。
【００２５】
　遠赤外線は、医療分野でも利用されるように、生体の細胞レベルで吸収しやすく、動植
物の細胞の活性化などに重要な作用を及ぼす。すなわち、クラスターをつくる水分子の輪
の吸収・放出するエネルギーの周波数帯が遠赤外線の領域と同等であるため、細胞の周波
数帯と共鳴し、エネルギーを効果的に伝えることができるのである。
【００２６】
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　このように、生体においては、物質の持つ固有の周波数帯で共鳴することにより、生命
情報やエネルギーが伝達されるのである。生体にとって好ましい状態の水や物質の情報が
生体内に伝わることにより、生命状態のバランスの乱れが解消され、正常な生命状態に回
復することができるのである。
【００２７】
　生体に良い影響を与える活性材について、特開平１１－３４７５３９号公報では、浄水
器の活水カートリッジ内に、医王石、戸室　石、石灰岩、花崗岩などの活性材を積層して
配置したものがある。活性材により盛んに活性化され、ミネラルを引き出し総合ミネラル
水となるというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２８】
【特許文献１】　特開平１１－３４７５３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２９】
　しかしながら、これらの研究においては、それぞれ独自の研究が盛んに進められており
、それらを複合的に活用してさらに効果を高める研究については、関心が薄く、連携され
た研究がないのが現状である。これは、現在の科学で明快な証明がなされておらず、異論
も少なからずあるために、協力・連携がしにくいという社会環境も大きな原因となってい
る。
【００３０】
　また、特開平１１－３４７５３９号公報では、活性材は、活性効果のある岩石を取り扱
いやすい大きさに砕いて小片化のまま使用されており、活性材同志も別々に区画され、相
乗効果も弱く、処理水との接触面積を高める工夫もなく、粉末化処理もされていない。
【００３１】
　本発明は、上記を鑑みてなされたものであり、生体に良い影響を与えるさまざまな活性
物質についての調査・研究を重ねた結果、沖縄県に産出する「琉球石灰岩」と人体にいい
影響を及ぼすとされる薬石などの鉱石を組み合わせることで生体に良い高い活性効果、す
なわち、物質状態や生命状態を正常な状態へ戻そうとする効果を高める事を見出し、それ
らをさらに活性化し効果を高めるとともに、相乗効果を最大限に発揮させる活性材の製造
方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００３２】
　請求項１は、石灰岩を粉砕して微粉末状にした石灰岩微粉末と、鉱物を粉砕して微粉末
状にした鉱物微粉末とが混合されてなることを特徴とする石灰岩微粉末活性材の製造方法
である。
【００３３】
　石灰岩は、炭酸カルシウム（ＣａＣＯ３、方解石または霰石）を５０％以上含む堆積岩
であり、炭酸カルシウムの比率が高い場合は白色を呈するが、不純物により着色し、灰色
や茶色、黒色の石灰岩もある。化石質を含有するものが多く、非常に緻密な多孔質であり
、もともとは海底にあったものが、隆起したものであるため、海水のさまざまなミネラル
をバランス良く微量に含有している。また、化石質そのものは太古の環境情報を記憶して
いる。
【００３４】
　鉱石は、人間の経済活動にとって有用な資源となる鉱物、またはそれを含有する岩石の
ことである。鉱業法で示されている以下の鉱物を使用できる。
　金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱
、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニッケ
ル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファ



(6) JP 2018-2575 A 2018.1.11

10

20

30

40

50

ルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ド
ロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土（ゼーゲルコーン番号三十一以上の耐
火度を有するものに限る）、砂鉱（砂金、砂鉄、砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱
）。
【００３５】
　これらの石灰岩や鉱石を２，３ｍｍ程度に破砕した後、ボールミル、振動ミル、自動乳
鉢などで粉砕し、５０μ以下の微粉末としたものである。
【００３６】
　本発明は、上記の石灰岩微粉末を主成分とし、種々の鉱物微粉末を混合したものである
。微粉末の粒度は、石灰岩微粉末と鉱石微粉末とは同じ粒度とすることが好ましいが、石
灰岩微粉末は非常に多孔質であり、その多孔質の隙間に鉱石微粉末が入り込んだ状態とな
ることにより、より緻密な粒子構成となり、相乗効果がさらに高まる。例えば、鉱石微粉
末が５０μ以下とし、石灰岩微粉末はその２倍程度の粒度とすると、効果的である。
【００３７】
　微粉末化することにより、表面積が非常に多くなる。化石質の多い石灰岩は、カルシウ
ムが多く含まれていると同時に、多くのミネラル成分がバランス良く微量に含まれている
。これらの多種の微量元素が薬石効果を発揮しているものと思われる。
【００３８】
　請求項２は、石灰岩を粉砕して微粉末状にした石灰岩微粉末と、鉱石を粉砕して微粉末
状にした鉱物微粉末が混合されてなる粘土を１１００～１４００℃で焼成した焼成物を粉
砕して微粉末状にした焼成物微粉末とが混合されてなることを特徴とする石灰岩微粉末活
性材の製造方法である。
【００３９】
　鉱石が混合された粘土を焼成すると、遠赤外線を輻射する陶磁器が得られることが多く
報告されている。本活性材では、鉱石微粉末が混合された粘土を１１００～１４００℃で
焼成した焼成物を再度粉砕して微粉末とするものであり、遠赤外線効果を高めたものであ
る。
【００４０】
　請求項３は、石灰岩を粉砕して微粉末状にした石灰岩微粉末と、鉱石を粉砕して微粉末
状にした鉱物微粉末とが混合されてなる粘土を１１００～１４００℃で焼成した焼成物を
粉砕して微粉末状にした焼成物微粉末とすることを特徴とする石灰岩微粉末活性材の製造
方法である。
【００４１】
　石灰岩微粉末と鉱石微粉末が混合された粘土を焼成し、再度粉砕して微粉末とするもの
である。石灰岩微粉末と鉱石微粉末を粘土に混合し、１１００～１４００℃で焼成した焼
成物を再度粉砕して微粉末とするものであり、遠赤外線効果を高めたものである。珪酸や
アルミナを適度に混合したものでも良い。
【００４２】
　請求項４は、前記の石灰岩微粉末は、化石質を含有する琉球石灰岩の微粉末であること
を特徴とする請求項１から請求項３までの何れか１項に記載の石灰岩微粉末活性材の製造
方法である。
【００４３】
　琉球石灰岩は、化石質としてサンゴ化石が多く含まれており、化石質が多い。また、通
常の石灰岩は、非常に長い年月を経ており、通常億年単位であるのに対して、琉球石灰岩
は、数十万年単位であり、化石質には、海水のミネラル分が十分残存している。しかもサ
ンゴ化石は、非常に緻密な多孔質であり、これらの海水中の豊富なミネラルを十分に吸着
しており、海水のミネラルバランスに非常に近い状態で含有している。海水のミネラルバ
ランスは、人間の羊水のミネラルバランスと非常に良く似ていることが知られているが、
この琉球石灰岩を水に溶かすと、同様に人間の体内の水、すなわち、生体水と近い状態と
なり、固有振動帯で共鳴し、正常な生命状態に回復する活性化を高めるものである。
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【００４４】
　請求項５は、前記の鉱石微粉末は、麦飯石、トルマリン、ゲルマニウム鉱石、角閃石、
姫川薬石、医王石、宇石、オバタイト鉱石、遠赤外線セラミック、赤土の中の１種類以上
を粉砕した微粉末であることを特徴とする請求項１から請求項４までの何れか１項に記載
の石灰岩微粉末活性材の製造方法である。
【００４５】
　本発明に使用する鉱石としては、薬石効果の高いものを使用することが好ましい。微粉
末化することにより、表面積を増やし、薬石効果を高め、粘土に混ぜて焼成することによ
り、遠赤外線活性を高めるものである。
【００４６】
　また、赤土は、沖縄県に産出する独特の赤い色をした土であり、鉄分が多く含まれてい
る土であり、水に溶けにくく、非常に粒子が細かい。この赤土で焼いた陶器は遠赤外線効
果の高い陶器となることが知られている。焼成温度は、１１００℃～１４００℃とするの
が好ましい。
　微細な多孔質状態にするには、１１００℃以上とする必要があり、１４００℃以上では
、高温になりすぎて溶解してしまい、多孔性を失ってしまう。
【００４７】
　また、赤土を主成分とする焼成物である陶器粉砕粒子を大きく、琉球石灰岩の粒子を小
さくすることにより、多孔質である焼成物の無数の孔の中に琉球石灰岩の粒子が入り込み
、より緻密な粒子構成となり、遠赤外線効果とミネラル効果を相乗効果でさらに高めるこ
とになる。
【００４８】
　請求項６は、前記の石灰岩微粉末に混合する鉱石微粉末又は焼成物微粉末は、３０～７
０重量％混合されていることを特徴とする請求項１から請求項５までの何れか１項に記載
の石灰岩微粉末活性材の製造方法である。
【００４９】
　本発明に使用する鉱石微粉末及び鉱石微粉末焼成物の混合量を３０重量％以下とすると
、鉱石の薬石効果、遠赤外線効果は期待できない。７０％以上とすると、逆に石灰岩のミ
ネラル効果、遠赤外線効果は期待できなくなる。好ましくは、４０～６０％が良い。
【発明の効果】
【００５０】
　本発明は以下の効果を奏する。
【００５１】
　１）本発明の製造方法による活性材は、石灰岩の持つ活性効果を微粉末化により高める
ことができる。
【００５２】
　２）鉱物微粉末を混合することにより、活性効果を相乗的に発揮させることができる。
【００５３】
　３）焼成物微粉末とすることで、遠赤外線効果、磁場効果、ミネラル効果など、相乗的
な効果を高めることができる。
【００５４】
　４）微粉末の活性材として機能し、活性水や、化粧品、建築資材、塗料、健康食品、医
療などさまざまな用途に活用することができる。
【００５５】
　５）特別な高電位や高価な電子設備などを必要とせずに、従来の焼成技術や微粉末化技
術により効果的な活性材を製造することができ、実用性が高く、粉末状のため活用しやす
い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　本発明による活性材は、沖縄県に産出する石灰岩及び赤土等の研究により開発に致った



(8) JP 2018-2575 A 2018.1.11

10

20

30

40

50

ものである。
【００５７】
　琉球石灰岩は、沖縄県に産出する独特の石灰岩であり、サンゴ化石を多く含有する石灰
岩である。産出される地域により、「クラッシャーラン」や「コーラル」などと呼ばれて
いる。用途としては、セメント原料やコンクリート骨材として用いられているのみである
。以下に琉球石灰岩の化学組成の一例を示す。
【００５８】

【００５９】
　上記に示すように、ＣａＯが５０％以上ありＣａＣＯ３に換算すると、９０～９８％に
相当する。このため、生石灰原料などに使用されている。また、その他の組成としては、
４０％以上となっているが、これはサンゴの有機物成分であり、サンゴ化石質が多く含ま
れているのが特徴である。
【００６０】
　沖縄県では、この琉球石灰岩は古くから建築用資材として多く用いられており、外壁材
、外構材、路盤材や墓石材などとして現在も用いられている。この琉球石灰岩で作られた
お墓は沖縄県では独特のものであるが、熱帯気候のため、本来その内部は湿気が多いはず
であるが、数十年経てから墓を開いても、非常に乾燥した状態がたもたれている。
【００６１】
　また、この琉球石灰岩は、地質学的には、結晶化があまり進んでおらず、通常の石灰岩
が数億年を経て結晶化されるのに対して、数十万年程度と見られている。すなわち、サン
ゴ化石がそのままで多く含有しているのである。しかも、その微細な多孔質の中に太古の
きれいな環境での有機物を多く含んでいる。
【００６２】
　赤土は、粘着力が弱く、水に溶けやすく、粒子が非常に細かいため、沈殿しにくいとい
う性質を持つ土であり、降雨などにより容易に流出し、河川や海を汚染するため、サンゴ
やモズクなどの海洋生物に大きな被害が発生するなどの問題があるため、この赤土に関す
る研究・開発については、もっぱら水中からの分離、凝固に関するものがほとんどである
。
【００６３】
　しかしながら、この赤土には健康に非常に良い成分が多く含まれていることは、あまり
知られていない。以下に赤土の成分分析結果の一例を示す。
　赤土分析結果
　　鉄　　　　　　　　７．６２％
　　カルシウム　　　　０．３９％
　　アルミニウム　　　０．０３％
　　シリカ　　　　　３３．６　％
【００６４】
　上記に示すように、鉄分が非常に多く含有していることが特徴である。この赤土の有効
利用としては、陶器用の土として使用されている他には、染物用の孔内に赤土の微細粒子
が入り込み、より緻密な粒子構成顔料として一部で使用されているが、ほとんど実用化し
ているものはない。
【００６５】
　本発明においては、この赤土を用いて陶器を焼成し、粉砕して粉末化したものを活性材
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原料として使用する。鉄分が多い赤土により作られた陶器は、非常に効果的な遠赤外線セ
ラミックス材となる。特に１１００度～１４００度にて焼成されたものの効果が大きい。
【００６６】
　また、赤土そのものが、古くから、犬などの動物が体調が悪い時にこの赤土を食べるこ
とが知られており、活力回復作用があるとされている。また、赤土は、農業用の土壌とし
ては、あまり良くないため、農薬などによる汚染も少なく、この土壌が生成された太古の
時代、すなわち、今日のようなさまざまな汚染状況のない、きれいな環境状態の土壌のま
まで現存しており、清浄な環境時の情報を記憶するエネルギーの高い土といわれている。
【００６７】
　以上に示したように、琉球石灰岩のサンゴ化石質による海水ミネラルの微量元素の効果
と、赤土から焼成した陶器質原料の遠赤外線効果とを相乗的に発揮させて活性材として機
能するものである。
【００６８】
　赤土と琉球石灰岩の固有振動帯の共鳴効果については、理論的な解明が十分になされて
いるわけではないが、薬石と同じような効果、すなわち、環境汚染のない状態の情報を記
憶しており、その情報が水等に作用して生体を正常な状態に戻す作用や、より健康な状態
にする作用を起こしているものと思われる。この情報伝達には、鉄イオンあるいは、微量
元素が関係しているともいわれている。これらの共鳴効果は、その波長が遠赤外線と共鳴
関係にあり、相乗効果で高められるものと思われる。
【００６９】
　これらの効果は、水に溶かしたり、水と接触させることにより活性効果を発揮する。そ
の用途としては、この活性材を水に溶かして飲料としたり、あるいは煮沸して上澄み液を
分離して飲料としても良い。浄水器の浄化材に使用すると、水道水などは上記の効果によ
り、非常にまろやかで美味しい飲料水だでき、塩素除去や殺菌効果もある。また、化粧用
としてスキンクリームや化粧水の原料に配合しても良く、シャンプーの原料に配合しても
良い。また、育毛剤としても良い。
【００７０】
　製造方法としては、琉球石灰岩と赤土との接触状態あるいは、密着状態を良くするよう
に、微粉末状に加工するものである。
【００７１】
　琉球石灰岩は、サンゴ化石が多く含まれているが、このサンゴ化石の有機質細胞の骨格
構造が高温（３００℃付近）では崩壊してしまうとされている。このため、粉砕工程にお
いては、温度コントロールをすることが望ましい。一般に衝撃型粉砕機は、衝撃破砕時に
発熱するため、高温になることがあるので、冷却などの処理をすると良い。このような高
温になることのない摩砕型粉末機を使用することが望ましい。
【００７２】
　赤土は、そのままでは遠赤外線効果はほとんどなく、１１００℃～１４００℃で焼成さ
れ、陶器質となって初めて効果的な遠赤外線効果を発揮する。この状態になると、再度粉
末化しても効果は持続する。
【００７３】
　遠赤外線効果の情報を記憶しているということである。１１００℃～１４００℃の高温
度状態で発生する遠赤外線、すなわち、電磁波が陶器に記憶され、粉末の状態でもその情
報を維持できるのである。
【００７４】
　従って微粉末化は、任意の破砕装置を用いて良い。例えば、衝撃型粉砕機や摩砕型粉末
機などでも良く、複数の粉砕機を用いて段階的に粒度を細かくするようにしても良い。
【実施例】
【００７５】
以下に本発明の実施例を示す。
【００７６】
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＜琉球石灰岩とトルマリンを用いた微粉末活性材＞
【００７７】
３）琉球石灰岩の微粉末化工程
　琉球石灰岩は、沖縄県本部町のコーラルとよばれる軟質のもので読谷石灰岩に分類され
るものである。最初に破砕機にて３～５ｍｍ程度に粉砕する。次に破砕した石灰岩を粉砕
機にて粉末状に粉砕する。粉砕装置は、ユニバーサルボールミルを用い、粒径１０ミクロ
ン程度の白色微粉末を得た。
【００７８】
２）トルマリンを主原料とする陶板の製造
　初めにトルマリンを主成分とする陶器質焼成物の製造実施例を説明する。陶器原料とな
る粘土の組成例を以下に示す。
　　トルマリン　　２０％
　　酸化アルミナ　４０％
　　珪砂　　　　　４０％
上記を配合し、適度の水分を加えて粘土を作り、板状に成形する。トルマリンは、市販の
ブラジル産のトルマリンを用いた。
　板厚１５ｍｍ、縦３０ｃｍ、幅２０ｃｍの板状に成形する。２４時間自然乾燥させ、電
気炉に入れて１２００～１２５０℃で３０分～１時間焼成し、徐冷し、自然冷却させる。
【００７９】
３）トルマリン陶板の微粉末化工程
　最初に、上記で得られた陶板を破砕機で３～５ｍｍ程度に破砕する。次に破砕した陶板
片をさらに粉砕機にて粉末状粉砕する。粉砕機は、ユニバーサルボールミルを用い、粒径
５ミクロン程度の黒色微粉末を得た。
【００８０】
４）粉末混合工程
　上記の粒度１０ミクロンに調整された白色の石灰岩微粉末８ｋｇと、粒度５ミクロンに
調整された黒色の陶板微粉末２ｋｇとを粉末混合装置にて混合する。混合に際しては、均
一混合が望ましく、粉末混合装置を使用して１時間連続して攪拌混合した。
【００８１】
　このように混合工程を終了すると、薄い黒褐色の微粉末状の活性材が得られる。石灰岩
微粉末と陶板微粉末の混合割合は、８：２としたが、粒度が大きい石灰岩微粉末の多孔質
の中に、粒度に小さい陶板微粉末が入り込んで緻密構造となり、相乗効果を高めることと
なる。トルマリンのマイナスイオン効果、遠赤外線効果と、石灰岩粉末のミネラル効果に
よる相乗効果が期待できる。
【００８２】
＜琉球石灰岩と赤土を用いた微粉末活性材＞
【００８３】
１）琉球石灰岩の微粉末化工程
　琉球石灰岩は、沖縄県本部町のコーラルとよばれる軟質のもので読谷石灰岩に分類され
るも粉砕機にて粉末状に粉砕する。粉砕装置は、ユニバーサルボールミルを用い、粒径５
ミクロン程度の白色微粉末を得た。
【００８４】
２）赤土を主原料とする陶板の製造
　初めに赤土を主成分とする陶器質焼成物の製造実施例を説明する。陶器原料となる粘土
の組成例を以下に示す。
　　赤土　　　　　６０％
　　酸化アルミナ　２０％
　　珪砂　　　　　２０％
　上記を配合し、適度の水分を加えて粘土を作り、板状に成形する。赤土は、沖縄県北部
本部町の赤土を用いた。
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　板厚１５ｍｍ、縦３０ｃｍ、幅２０ｃｍの板状に成形する。２４時間自然乾燥させ、電
気炉に入れて１２５０℃で３０分～１時間焼成し、徐冷し、自然冷却させる。
【００８５】
３）赤土陶板の微粉末化工程
　最初に、上記で得られた陶板を破砕機で３～５ｍｍ程度に破砕する。次に破砕した陶板
片をさらに粉砕機にて粉末状粉砕する。粉砕機は、ユニバーサルボールミルを用い、粒径
５ミクロン程度の黒褐色微粉末を得た。
【００８６】
４）粉末混合工程
　上記の白色の石灰岩微粉末１０ｋｇと黒褐色の陶板微粉末１ｋｇとを粉末混合装置にて
混合する。混合に際しては、均一混合が望ましく、粉末混合装置を使用して１時間連続し
て攪拌混合した。
【００８７】
　このように混合工程を終了すると、淡褐色の粉末状の活性材が得られる。石灰岩粉末と
陶板粉末の混合割合は、１０：１としたが、各々の活性効果の相乗効果は、混合割合には
ほとんど関係なく、陶板粉末は微量でも良い。高温状態での遠赤外線効果の波動情報は非
常に強く、少量でも十分な効果を発揮する。石灰岩粉末は、ミネラル成分の溶出作用を考
慮すると、一定量必要となる。
【００８８】
　次にこの微粉末活性材を使用した製品についての顕著な効果が得られた例を説明する。
【００８９】
〔使用例１〕活性水
　煮沸容器に水道水とこの微粉末活性材を２０：１の割合で入れ１時間煮沸し、冷却して
上澄み液を分離し、飲料用の活性水を製造した。
【００９０】
　この活性水を１．５リットルのペットボトルに入れ、１週間常温にて放置し、水の分析
を行なったところ、塩素はなくなり、しかも大腸菌などは検出されず、一般細菌の検出も
極僅かであった。同様に３ケ月常温で放置して再度検索を行なった。大腸菌は検出されず
、一般細菌も検出されなかった。この活性水の中では、有害細菌が生存できないと思われ
る。すなわち、活性水の持っている情報の中に、有害細菌の生存できない環境の情報（焼
成温度：１２５０℃）が記憶されているためと思われる。
【００９１】
　この活性水を飲用しての効果が得られた例を説明する。便秘症で悩んでいた主婦が、毎
日１リットル程度の飲用で１ケ月飲用を続けたところ、尿、便ともに通常に戻り、便秘症
が解消し、新陳代謝がよくなり、非常に明るくなった。
【００９２】
　コレステロール値が高く、献血を２週間毎に行なっている男性に１日１リットル程度飲
用してもらった。２週間後の検査でコレステロール値が下がり始め、さらに２週間後にさ
らに低下し、２ケ月後には正常値となった。その後も飲用を続けている。
【００９３】
　朝、石鹸で洗顔後にこの活性水で顔を洗うと、さらに汚れが落ち、油症がすべすべにな
る。泡盛に割る水としてこの活性水を使用すると、二日酔がしなくなった。お風呂に使用
すると、体があったまり、汚れが良く落ちる。また、浴槽の壁に汚れがこびりつかない。
【００９４】
　この活性水を使用して、豆腐を製造した。通常、豆腐は１日しか保存できないが、４日
間保存しても異臭がなく、問題なく食用できた。この活性水にマグロの刺身を３０分間浸
して冷蔵庫で保存した。通常１日で変色するが、１週間変色せず、問題なく食用できた。
【００９５】
〔使用例２〕スキンクリーム
　スキンクリームの原料に上記の微粉末活性材を混合してスキンクリームを製造した。こ
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のスキンクリームを５名の女性に顔と手に朝と就寝前に使用してもらった。１ケ月の使用
結果、５名全員から「肌が潤った」「すべすべになった」「手あれがしなくなった」との
結果を得、継続して使用を申込んできた。その中の１名は「顔の小じわが消えた」との報
告もあった。
【００９６】
〔使用例２〕シャンプー
　シャンプーの原料に微粉末活性材を混入されてシャンプーを製造した。このシャンプー
を５名の女性に毎日使用してもらった。「髪につやがでてきた」「ブラシのとおりがとて
も良い」「白髪が少なくなった」「パーマでの傷みが少なくなった」など全員から良い結
果を得た。
【００９７】
〔使用例３〕育毛剤
　微粉末活性材を頭髪の薄い男性に使用してもらった。毎日１回、薄い頭部に少量の活性
材微粉末をつけてマッサージをおこなった。３週間で産毛状態であった頭髪が硬い通常の
頭髪になりはじめた。
【００９８】
〔使用例４〕塗料
　微粉末活性材を壁用塗料に混入して使用した。塗料１缶１ｋｇに対して１００ｇの微粉
末活性材を混入させた。微粉末活性材入りのものとそのままとで比較試験を行なった。
　雨が降った翌日に両塗料をコンクリート壁面に塗付した。１ケ月後に状況を確認、通常
の塗料は内部の水分で気泡が発生しており、剥離してしまった。活性材混入のものは、気
泡の発生もなく、容易に剥離できなかった。
　また、同様に鉄板へ使用すると、防錆効果も確認された。
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